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告 示

�愛媛県告示第９２０号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第８７条第１項の規定により、

西条市神戸・橘一部地域に係る県営土地改良事業計画を定めたので、

同条第５項の規定により、次のとおり当該土地改良事業計画書の写

しを縦覧に供する。

令和６年１０月１８日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 縦覧に供すべき書類の名称

県営土地改良事業（農業用用排水施設整備事業・神戸釜の口地

区）計画書の写し

２ 縦覧期間

令和６年１０月２１日から１１月１８日まで

３ 縦覧場所

西条市役所本庁

�������
�愛媛県告示第９２１号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第８８条第１項の規定により、

松山市堀江地域に係る県営土地改良事業計画を変更したので、同条

第６項において準用する同法第８７条第５項の規定により、次のとお

り土地改良事業変更計画書の写しを縦覧に供する。

令和６年１０月１８日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 縦覧に供すべき書類の名称

県営土地改良事業（ため池等整備事業・大城地区）変更計画書

の写し

２ 縦覧期間

令和６年１０月２１日から１１月１８日まで

３ 縦覧場所

松山市役所本庁

�������
�愛媛県告示第９２２号
漁業法（昭和２４年法律第２６７号）第１６条第５項の規定に基づき、

くろまぐろ（小型魚）に関する令和６管理年度における知事管理漁

獲可能量（令和６年９月愛媛県告示第８４０号）を次のとおり変更し

た。

令和６年１０月１８日

愛媛県知事 中 村 時 広

発 行 愛 媛 県
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○ 建設業者の許可の取消し………………………………………………………………………………………………………………………（中予地方局管理課）…７４８

○ 開発行為に関する工事の完了……………………………………………………………………………………………………………（中予地方局建築指導課）…７４８

○ 道路の区域変更（県道高瀬松渓線）………………………………………………………………………………………………（南予地方局西予土木事務所）…７４８

○ 道路の供用開始（県道高瀬松渓線外）……………………………………………………………………………………………（ 〃 ）…７４９

選挙管理委員会告示

○ 不在者投票のできる施設の指定の一部改正……………………………………………………………………………………………………（選挙管理委員会）…７４９

公営企業告示

○ 落札者等の告示……………………………………………………………………………………………………………………………（公営企業管理局総務課）…７４９

この県報に掲載される入札告示、落札者等の告示及び入札公告は、ＷＴＯに基づく政府調達に関する協定の

適用を受けるものである。

知事管理区分 知事管理漁獲可能量
変更前 変更後

愛媛県くろまぐろ（小型魚）
漁業 ４月から６月まで ０．１トン ０．１トン

７月から９月まで ９．５トン ２．１トン

１０月から１２月まで １．０トン ８．４トン

１月から３月まで ３．０トン ３．０トン

総計 １３．６トン １３．６トン

毎週（火・金）曜日発行 第５５３号 令和６年１０月１８日

令和６年１０月１８日金曜日 第５５３号
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�愛媛県告示第９２３号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１７項の規定により、

神戸・橘一部土地改良区から次のとおり役員が就任し、及び退任し

た旨の届出があった。

令和６年１０月１８日

愛媛県東予地方局長 客 本 宗 嗣

就 任

退 任

�愛媛県告示第９２４号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１７項の規定により、

西条市神戸土地改良区から次のとおり役員が就任し、及び退任した

旨の届出があった。

令和６年１０月１８日

愛媛県東予地方局長 客 本 宗 嗣

就 任

退 任

�愛媛県告示第９２５号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、東予地方局今治土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

令和６年１０月１８日

愛媛県知事 中 村 時 広

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 伊 藤 龍 二 西条市中野甲１５１７番地２

〃 明 比 靖 西条市中野甲１６１２番地１

〃 松 本 武 志 西条市中野甲５１３番地２

〃 近 藤 和 廣 西条市中野甲１５５番地

〃 丹 篤 子 西条市洲之内甲７３９番地

〃 宇佐美 金 正 西条市安知生４５番地

〃 難波江 孝 雄 西条市西田甲５０９番地２

〃 日 野 哲 也 西条市坂元甲４８０番地４

〃 村 上 和 孝 西条市野々市５９番地

〃 高 橋 鉄 夫 西条市禎瑞９３１番地

監 事 伊 藤 依 英 西条市洲之内甲１９３番地

〃 三 浦 執 西条市中野乙７７番地

〃 高 橋 謙 侍 西条市西泉乙３８１番地４

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 伊 藤 龍 二 西条市中野甲１５１７番地２

〃 明 比 靖 西条市中野甲１６１２番地１

〃 松 本 省 三 西条市中野甲４９２番地

〃 丹 政 尚 西条市洲之内甲７３９番地

〃 近 藤 和 廣 西条市中野甲１５５番地

〃 宇佐美 金 正 西条市安知生４５番地

〃 難波江 孝 雄 西条市西田甲５０９番地２

〃 日 野 哲 也 西条市坂元甲４８０番地４

〃 村 上 和 孝 西条市野々市５９番地

〃 高 橋 鉄 夫 西条市禎瑞９３１番地

監 事 伊 藤 依 英 西条市洲之内甲１９３番地

〃 三 浦 執 西条市中野乙７７番地

〃 高 橋 謙 侍 西条市西泉乙３８１番地４

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 青 野 秀 幸 西条市中野甲１０９８番地３

〃 � 橋 信 晃 西条市中野甲１２２８番地１０

〃 國 田 喜 作 西条市中西３８１番地

〃 近 藤 � 雄 西条市洲之内甲６２７番地

〃 工 藤 清 志 西条市洲之内甲８０７番地２

〃 西 原 昇 西条市安知生３３１番地２

〃 伊 丹 和 俊 西条市洲之内甲１４０３番地

〃 松 本 時 美 西条市中野甲６６５番地４

〃 明 比 彰 二 西条市中野甲７９８番地３

監 事 塩 崎 隆 志 西条市中野甲３２０番地１

〃 安 藤 勝 俊 西条市安知生６５２番地

〃 伊 藤 勇 西条市中野甲５９８番地３

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 青 野 秀 幸 西条市中野甲１０９８番地３

〃 � 橋 信 晃 西条市中野甲１２２８番地１０

〃 明 比 純 敬 西条市中野甲１６０４番地

〃 藤 田 茂 秋 西条市中野甲６６７番地

〃 國 田 喜 作 西条市中西３８１番地

〃 近 藤 � 雄 西条市洲之内甲６２７番地

〃 工 藤 清 志 西条市洲之内甲８０７番地２

〃 安 藤 勝 俊 西条市安知生６５２番地

〃 伊 丹 和 俊 西条市洲之内甲１４０３番地

監 事 塩 崎 隆 志 西条市中野甲３２０番地１

〃 西 原 昇 西条市安知生３３１番地２

〃 伊 藤 勇 西条市中野甲５９８番地３

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 波方環状線

今治市波方町大浦字大浦甲１５５３番地先から

同字甲１５５１番２地先まで
旧 ９．８～１０．７ ０．０１６

今治市波方町大浦字大浦甲１５５３番地先から

同字甲１５５１番２地先まで
新 ９．８～１６．４ ０．０１６
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�愛媛県告示第９２６号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１７項の規定により、

松山市泊土地改良区から次のとおり役員が就任し、及び退任した旨

の届出があった。

令和６年１０月１８日

愛媛県中予地方局長 矢 野 悌 二

就 任

退 任

�愛媛県告示第９２７号
建設業法（昭和２４年法律第１００号）第２９条第１項第５号の規定に基づき、次のとおり建設業者の許可を取り消した。

令和６年１０月１８日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第９２８号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第１項に規定する開発行為に関する工事が次のとおり完了した。

令和６年１０月１８日

愛媛県中予地方局長 矢 野 悌 二

�愛媛県告示第９２９号
道路法（昭和２７年法律１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、南予地方局西予土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

令和６年１０月１８日

愛媛県知事 中 村 時 広

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 山 内 孝 明 松山市泊町８１７

〃 田 村 智 靖 松山市泊町１１９９－２

〃 河 野 裕美子 松山市泊町３３７

〃 喜 井 足 道 松山市桑原５丁目９－３８

〃 小 池 茂 雄 松山市泊町９３３

〃 門 屋 明 人 松山市泊町７５８

〃 小 池 裕 治 松山市新浜町１１０９－６

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 山 内 孝 明 松山市泊町８１７

〃 田 村 智 靖 松山市泊町１１９９－２

〃 河 野 裕美子 松山市泊町３３７

〃 喜 井 足 道 松山市桑原５丁目９－３８

〃 小 池 茂 雄 松山市泊町９３３

〃 門 屋 明 人 松山市泊町７５８

〃 小 池 裕 治 松山市新浜町１１０９－６

監 事 中 川 保 松山市泊町５１３

〃 早 瀬 正 行 松山市泊町９６１

監 事 中 川 保 松山市泊町５１３

〃 早 瀬 正 行 松山市泊町９６１

許 可 番 号 許 可
年月日 商 号 又 は 名 称 代表者氏名 主たる営業所の所在地 取 消

年月日
取 り 消 し た
建 設 業 の 種 類

取消しの原因
となった事実

（般－４）第８５００号 令和４年
１０月２８日 �山下邦博塗装 笹岡 豪 松山市来住町１１６２ 令和６年

９月３日 塗装工事業 建設業の廃止

（般－１）第１２１４５号 令和元年
１１月１８日 四國生コン� 山岡 勝利 伊予郡砥部町高尾田４２４ 令和６年

９月１７日

土木工事業、石工事業
鋼構造物工事業
舗装工事業
しゅんせつ工事業
水道施設工事業

建設業の廃止
（一部）

（般－１）第９７５２号 令和２年
２月２４日 �芙蓉コンサルタント 須賀 幸一 松山市�町２－３８ 令和６年

９月１８日
土木工事業
とび・土工工事業
さく井工事業

建設業の廃止

（般－１）第１８４３９号 令和２年
３月３１日 （合）石丸建設 石丸 和宏 松山市北吉田町１７１－６ 令和６年

９月２５日 大工工事業 建設業の廃止

検 査 済 証 の 番 号
及 び 交 付 年 月 日

工 事 を 完 了 し た 開 発 区 域 又 は
工 区 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

開 発 許 可 を 受 け た
者 の 住 所 及 び 氏 名

６中局建（開）第１５号

令和６年１０月４日
伊予郡松前町大字南黒田字砂原７２８番１、７２８番２、７３１番４

伊予郡松前町大字南黒田３９７番地

阿川石油株式会社
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選挙管理委員会告示

公営企業告示

�愛媛県告示第９３０号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、南予地方局西予土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

令和６年１０月１８日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県選挙管理委員会告示第７３号
不在者投票のできる施設の指定（平成２２年２月愛媛県選挙管理委員会告示第９号）の一部を次のように改正する。

令和６年１０月１８日

愛媛県選挙管理委員会委員長 三 好 賢 治

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

�愛媛県公営企業告示第１３号
次のとおり随意契約の相手方を決定した。

令和６年１０月１８日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 高瀬松渓線

西予市野村町富野川２１４２番１から

同町富野川２１４３番２まで
旧 ４．６～５．３ ０．０３２

西予市野村町富野川２１４２番１から

同町富野川２１４３番２まで
新 ６．３～７．７ ０．０３２

〃 〃

西予市野村町富野川２１１０番２から

同町富野川２１１０番２まで
旧 ４．１～５．８ ０．０３０

西予市野村町富野川２１１０番２から

同町富野川２１１０番２まで
新 ６．９～７．６ ０．０３０

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 高瀬松渓線
西予市野村町富野川２１４２番１から

同町富野川２１４３番２まで
令和６年１０月１８日

〃 〃
西予市野村町富野川２１１０番２から

同町富野川２１１０番２まで
〃

〃 宇和野村線
西予市野村町栗木１７２番１から

同町栗木１７７番１まで
〃

改 正 後 改 正 前

１～３ 省略

４ 老人ホーム

１～３ 省略

４ 老人ホーム

名 称 種類 所在地 指定年月日 名 称 種類 所在地 指定年月日

愛媛県盲老人ホーム

権現荘

省略 愛媛県盲老人ホーム

権現荘

省略

サービス付き高齢者

向け住宅リブウェル

空港通

有料老

人ホー

ム

松山市空港通

２－１３－８

令和６年１０月

１１日

５～６ 省略 ５～６ 省略



愛 媛 県 報令和６年１０月１８日 第５５３号

７５０

愛媛県公営企業管理者 東 野 政 隆

随意契約に係る特定役務
の名称及び数量

契約に関する事務を
担当する機関の名称
及び所在地

随意契約の相手方
を決定した日

随意契約の相手方の氏
名及び住所

随意契約に係る
契約金額 随意契約にした理由

公営企業管理局次期財務会
計オンラインシステム構築
業務委託 一式

愛媛県公営企業管理局
総務課
愛媛県松山市湊町四丁
目４番地１伊予鉄本社
ビル２Ｆ

令和６年１０月３日

西日本電信電話株式会社
四国支店
支店長 鈴木 裕二郎
愛媛県松山市一番町四丁
目３番地

３７，９５０，０００円
地方公共団体の物品等又は特定役
務の調達手続の特例を定める政令
（平成７年政令第３７２号）第１１条
第１項第１号の規定による。

令和６年１０月１８日 発行


